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新型コロナウイルスに対する 

安井建築設計事務所 東京事務所における対応について 

 
 

新型コロナウイルスへの⽇本政府および東京都の基本⽅針を踏まえ、東京事務所においては、
4 ⽉ 7 ⽇より原則、在宅勤務といたします。 

 

上記に伴い、外部との会議や打ち合わせについては、電話ならびに TV 会議システムなどによ
り、可能な限りの感染防⽌とともに安全な業務遂⾏に努めてまいります。 

 

関係者の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。 

 


